
万
代
亀
鏡
録
の
中
の
奥
聖
鑑
抜
粋
（
師
日
典
の
言
葉
を
弟
子
日

奥
が
覚
書
）
の
一
節
に
、
「
大
覚
の
御
廟
所
西
山
の
ウ
シ
ク
ポ
と

云
ふ
処
に
あ
り
誰
も
此
の
事
を
知
ら
ず
と
云
へ
り
。
後
に
叉
此
事

す
う
じ
ｔ
う

を
語
ら
れ
り
其
の
時
云
は
れ
し
事
は
事
を
萄
莞
に
問
ふ
と
云
ふ
事

あ
り
其
の
為
に
是
れ
を
申
す
な
り
と
。
叉
其
の
後
に
曰
く
ｏ
彼
の
廟

ル
ｎ
ケ

所
の
あ
た
り
を
通
り
し
時
其
の
あ
た
り
に
草
か
り
居
し
を
見
て
此

従
か
な
か
う
し
み
ど
う

の
山
に
廟
所
石
塔
な
ど
あ
り
や
と
間
ひ
け
れ
ば
中
々
大
人
の
御
堂

と
云
ひ
て
あ
り
そ
こ
に
石
塔
な
ど
あ
り
と
云
ふ
。
行
き
て
見
ん
と

思
ひ
し
か
ど
も
、
は
や
日
暮
れ
て
行
く
事
な
ら
ず
し
て
其
ま
ま
帰

り
け
り
と
語
ら
れ
け
り
。
」
と
書
き
残
し
て
い
る
。
妙
顕
寺
二
世

大
僧
正
と
も
あ
ろ
う
方
の
御
廟
所
が
①
誰
れ
も
知
ら
な
い
処
に
な

ぜ
あ
る
の
か
②
何
故
獅
莞
（
し
も
じ
も
の
者
）
だ
け
知
っ
て
る
か

、
、
、

の
な
る
に
、
何
が
故
に
敢
て
大
慈
悲
を
起
し
て
と
述
べ
ら
れ
た
の

か
、
諸
兄
の
御
教
示
を
仰
ぎ
得
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
以
上

妙
実
大
覚
大
僧
正
事
蹟
に
つ
い
て

中

村

文

③
な
ぜ
竜
華
三
山
中
に
な
か
っ
た
の
か
。
等
々
不
審
を
含
む
一
文

で
あ
る
。
筆
者
は
昔
か
ら
京
都
市
民
の
不
受
不
施
派
信
者
の
子
孫

で
あ
る
か
ら
（
西
山
の
ウ
シ
ク
ポ
）
の
所
在
を
先
づ
探
求
と
思
い

立
っ
た
。
無
学
の
老
人
は
暇
に
任
せ
て
足
を
運
び
続
け
る
事
早
や

四
年
目
的
の
御
廟
所
が
未
だ
探
し
出
せ
な
い
。
余
禄
と
し
て
明
確

立
と

で
無
い
大
覚
の
出
生
に
関
す
る
諸
説
が
多
少
的
を
絞
る
事
が
出
来

そ
う
に
な
っ
た
。
一
妙
院
日
信
著
「
不
受
不
施
信
仰
の
手
引
」
立

正
護
法
会
刊
。
に
依
れ
ば
、
父
は
関
白
近
衛
経
忠
母
は
入
道
右
大

臣
家
定
の
女
、
永
仁
五
年
（
三
一
九
七
）
次
男
と
し
て
生
れ
月
光

麻
呂
と
命
名
（
別
に
後
醍
醐
天
皇
々
子
説
も
あ
る
）
四
才
の
時
出

も
と

家
、
八
才
叔
父
に
当
る
覚
実
大
僧
正
（
一
乗
院
）
の
下
で
得
度
、

名
を
実
玄
と
改
め
、
真
言
宗
の
教
学
を
修
め
若
く
し
て
嵯
峨
の
大

覚
寺
の
門
跡
と
し
て
晋
山
。
と
云
ふ
事
に
な
っ
て
い
る
。
十
七
才

（
正
和
二
年
）
の
あ
る
日
洛
中
で
、
日
像
の
辻
説
法
を
聞
い
て
真

言
宗
と
法
華
宗
の
違
い
に
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
、
そ
の
後
七
日

間
日
像
に
つ
き
詳
し
く
教
化
を
受
け
て
お
題
目
の
法
門
を
た
だ
し

大
覚
寺
の
門
跡
を
捨
て
て
弟
子
数
名
と
共
に
日
像
の
弟
子
と
な
っ

た
。
名
を
妙
実
と
改
め
、
当
時
祖
師
日
蓮
の
遺
命
を
奉
じ
て
帝
都

に
法
華
経
の
法
門
を
打
ち
立
て
る
為
弘
法
中
の
日
像
を
助
け
て
遂

い
に
妙
実
二
十
五
才
の
時
後
醍
醐
帝
よ
り
、
勅
願
寺
妙
顕
寺
領
を

賜
り
龍
華
三
山
の
開
基
を
始
め
洛
中
に
二
十
一
本
山
を
開
く
礎
を
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築
く
に
至
る
日
像
の
帝
都
弘
法
を
助
け
た
妙
実
の
功
績
は
大
き
く

評
価
出
来
る
。
妙
実
の
高
貴
の
出
身
が
叉
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ

た
と
も
推
察
せ
ら
れ
る
。
元
弘
二
年
後
醍
醐
天
皇
が
隠
岐
に
流
さ

れ
た
時
妙
実
は
三
備
地
方
弘
通
の
命
を
受
け
主
と
し
て
今
の
岡
山

県
を
中
芯
に
活
躍
布
教
の
実
を
あ
げ
た
。
備
前
益
原
、
備
中
辛
川
、

備
中
軽
部
の
三
ヶ
所
に
妙
実
自
ら
法
縁
の
為
に
墓
碑
を
建
立
し
た

の
が
皆
現
存
し
て
い
る
、
其
他
題
目
碑
は
辻
庵
の
い
た
る
所
に
建

立
さ
れ
て
い
て
、
里
人
か
ら
大
覚
様
と
云
い
つ
が
れ
て
い
る
。
大

覚
大
僧
正
の
西
国
弘
通
の
法
勲
は
実
に
大
で
あ
る
。
前
記
益
原
法

泉
寺
の
大
覚
様
の
宝
塔
に
は
「
養
父
妙
念
第
三
季
追
善
。
康
永
元

年
。
養
子
敬
白
」
と
刻
ま
れ
又
軽
部
大
覚
寺
の
宝
塔
に
は
「
先
考

相
当
十
七
回
忌
。
暦
応
五
年
」
と
刻
ま
れ
て
あ
る
、
以
上
の
二
件

で
生
い
立
ち
が
絞
ら
れ
て
く
る
気
が
す
る
。
宮
崎
英
修
著
「
不
受

不
施
派
の
源
流
と
展
開
」
の
中
に
。
大
覚
は
跡
を
朗
源
に
譲
り
鳥

羽
妙
光
寺
に
隠
棲
し
た
が
貞
治
三
年
四
月
三
日
六
十
八
才
を
以
て

入
寂
し
た
。
と
あ
り
調
べ
る
と
開
基
は
大
覚
で
正
覚
山
実
相
寺
と

申
し
度
禽
の
戦
火
や
大
水
害
で
資
料
古
文
書
何
一
つ
無
い
由
で
往

時
は
寺
領
も
広
く
末
寺
も
四
、
五
寺
あ
り
し
と
か
で
今
後
の
調
査

に
参
考
大
な
り
と
思
ふ
。
一
方
河
内
国
撤
山
麓
の
真
言
宗
龍
泉
寺

内
に
墳
墓
有
り
文
献
資
料
は
無
い
が
伝
え
ら
れ
て
る
に
は
尊
性
法

親
王
が
御
父
後
醍
醐
天
皇
二
十
五
年
忌
に
大
和
国
塔
尾
陵
へ
詣
ず

る
途
次
貞
治
元
年
四
月
三
日
急
逝
深
慮
の
御
遺
戒
に
よ
り
随
身
等

身
分
明
か
さ
ず
た
だ
尊
性
と
し
て
葬
り
里
人
聖
地
と
崇
め
・
シ
ガ

サ
ン
の
大
祭
を
其
の
当
時
行
っ
た
由
で
あ
る
。
不
受
不
施
派
で

は
祥
月
御
命
日
の
四
月
三
日
を
太
陽
暦
の
五
月
十
三
日
「
シ
ン
ガ

サ
ン
｝
一
チ
」
と
呼
ん
で
御
正
当
を
営
み
毎
歳
法
会
を
修
し
現
在
に

至
る
。
日
宗
竜
華
年
表
に
「
今
俄
か
に
入
寂
価
て
朗
源
直
ち
に
龍

華
に
補
処
す
云
云
」
と
戦
っ
て
い
る
。
前
記
シ
ガ
サ
ン
。
シ
ン
ガ

サ
ン
’
一
チ
。
朗
源
緊
急
補
処
。
等
が
大
覚
大
僧
正
終
焉
の
真
相
が

蔵
さ
れ
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
因
に
尊
性
法
親
王
は
嵯
峨
大

覚
寺
門
主
で
慶
安
四
年
三
月
遷
化
大
覚
寺
宮
御
墓
所
内
に
墳
墓
有

る
。
こ
こ
に
不
可
解
な
説
を
聞
き
左
に
記
す
。
大
覚
大
僧
正
は
三

傭
か
ら
和
泉
国
へ
立
た
れ
た
時
貞
治
三
年
四
月
三
日
六
十
八
才
で

白
馬
に
跨
が
り
海
上
に
駒
を
進
め
た
。
こ
れ
を
シ
ン
ガ
サ
ン
’
一
チ

と
呼
ん
で
い
る
。
洛
西
ウ
シ
ク
ポ
に
在
る
大
人
の
御
堂
の
説
と
真

向
か
ら
逆
説
で
あ
る
が
読
者
の
御
判
断
に
任
す
。
渡
辺
知
水
師
著

の
中
に
大
覚
大
僧
正
は
後
嵯
峨
天
皇
の
皇
孫
惟
康
親
王
の
王
子
と

述
べ
ら
れ
て
る
が
筆
者
は
後
宇
多
天
皇
の
皇
子
（
後
醍
醐
天
皇
の

弟
君
）
で
は
な
い
か
と
思
う
右
二
説
共
前
述
の
先
考
第
十
七
回
忌

暦
応
五
年
に
ほ
ぼ
合
う
。
述
べ
た
い
話
は
沢
山
有
る
が
紙
面
の
都

た
ん
ぞ
く

合
上
署
し
て
。
御
廟
所
が
未
だ
判
ら
な
い
筆
者
も
今
後
も
探
続
の

意
あ
る
も
何
ぶ
ん
に
も
八
十
五
才
で
限
界
に
至
る
大
方
の
読
者
丼
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に
大
衆
の
御
教
導
御
協
力
を
切
望
し
て
調
査
の
一
端
を
述
べ
第
三

十
二
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
に
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
あ
る
。
・
多
謝

妙
顕
寺
は
大
覚
妙
実
の
時
、
勅
命
を
受
け
て
延
文
三
年
（
一
三

五
八
）
祈
雨
を
行
な
い
、
こ
れ
に
依
っ
て
三
祖
に
菩
薩
号
を
贈
ら

れ
た
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
後
醍
醐
天
皇
よ
り
勅
願
寺
の
論

旨
を
受
け
た
妙
顕
寺
は
、
南
北
朝
期
に
入
る
と
北
朝
よ
り
祈
願
所
、

足
利
将
軍
よ
り
も
祈
願
所
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
公
武
と

の
接
触
の
流
れ
の
中
で
の
一
つ
の
峰
と
も
言
え
る
の
が
三
祖
菩
薩

号
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
勅
願
寺
、
将
軍
家
祈
願
所
に
つ

い
て
概
観
し
次
で
三
祖
菩
薩
号
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
小
考
を

加
え
て
み
た
い
。

笠
原
一
男
氏
は
『
真
宗
教
団
展
開
史
』
の
中
で
、
勅
願
寺
の
性

格
と
は
、
宗
派
の
区
別
な
く
、
国
家
の
泰
平
を
祈
る
こ
と
が
義
務

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
勅
願
寺
と
す
る
為
に
建
立
さ
れ

三
祖
菩
薩
号
を
め
ぐ
っ
て

糸
久
宝
賢

た
も
の
と
、
建
立
後
勅
願
寺
と
な
る
も
の
の
二
種
が
あ
り
、
何
を

天
皇
の
勅
願
寺
と
い
う
こ
と
が
定
ま
っ
て
お
り
、
代
々
の
天
皇
に

よ
っ
て
安
緒
さ
れ
る
と
い
う
。
妙
顕
寺
は
建
立
後
勅
願
寺
と
な
っ

た
が
、
安
緒
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
妙
顕
寺

に
残
さ
れ
る
院
宣
、
輪
旨
、
御
教
書
等
は
、
北
朝
、
足
利
家
の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
南
北
朝
期
の
妙
顕
寺
が
北
朝
方
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）

二
月
二
十
五
日
の
後
円
融
天
皇
の
論
旨
で
は
「
代
を
勅
願
寺
」
と

し
て
そ
の
存
在
を
認
可
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
後
醍
醐
天
皇

以
後
の
歴
代
天
皇
（
光
明
、
崇
光
、
後
光
厳
）
が
安
緒
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
見
る
に
、
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
に
光
厳

上
皇
よ
り
祈
願
所
の
院
宣
を
受
け
た
の
を
始
と
し
て
、
貞
治
五
年

（
一
三
六
六
）
後
光
厳
天
皇
、
永
和
四
年
に
先
述
の
後
円
融
天
皇
、

更
に
後
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
後
小
松
天
皇
よ
り
論
旨
を
受

け
て
い
る
。
光
厳
上
皇
の
時
は
、
光
明
、
崇
光
二
天
皇
が
在
位
し

て
い
る
が
上
皇
の
院
宣
と
し
て
新
た
に
北
朝
の
祈
願
所
に
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
日
像
寺
主
の
時
で
あ
る
。
大
覚
の
時
は
三

千
万
部
の
法
華
経
読
調
を
要
請
す
る
も
の
等
で
、
安
緒
を
示
す
も

の
は
現
存
し
て
い
な
い
。
し
か
し
朗
源
に
寺
主
が
代
る
と
後
光
厳

天
皇
は
安
緒
の
輪
旨
を
下
し
、
通
源
の
代
に
は
、
後
円
融
、
後
小

松
両
天
皇
よ
り
安
緒
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
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